
（１）基本構想・基本計画

説明：企画課長 宮本

1



基本構想・基本計画について

● コロナ禍の影響により社会経済状況や区民ニーズなどが大きく変化したことから、
区政運営に早急に反映させるべく、令和７年度末に予定していた
基本構想・基本計画の策定を令和６年度末として、１年前倒しで策定
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基本構想の「３つの理念」

豊島区が目指す将来のまちの姿

地域と共に支えあう
安全・安心なまち

子育てしやすく、
子ども・若者が
自分らしく

成長できるまち

生涯にわたり
健康で、地域で
共に暮らせる
福祉のまち

豊かな心と
活発な交流を育む
多彩な文化のまち

活気とにぎわいを
生みだす産業と
観光のまち

共につくる
地球にも人にも
やさしいまち

誰もが
居心地の良い

歩きたくなるまち

誰もがいつでも主役
【平和・人権・多様性の尊重】

みんながつながる
【参画・協働・共創】

出会いと笑顔が咲きほこる、
憧れのまち

【文化・歴史の継承、地域特性の活用】

つの理念

地域と共に支えあう
安全・安心なまち

子育てしやすく、
子ども・若者が
自分らしく

成長できるまち

生涯にわたり
健康で、地域で
共に暮らせる
福祉のまち

豊かな心と
活発な交流を育む
多彩な文化のまち

活気とにぎわいを
生みだす産業と
観光のまち

共につくる
地球にも人にも
やさしいまち

誰もが
居心地の良い

歩きたくなるまち

誰もがいつでも主役
【平和・人権・多様性の尊重】

みんながつながる
【参画・協働・共創】

出会いと笑顔が咲きほこる、
憧れのまち

【文化・歴史の継承、地域特性の活用】

防災・減災、危機管理
地域コミュニティ

住環境、治安

子育て支援、教育
子ども・若者支援
社会的養護

高齢者・障害者等の自立支援
地域福祉、権利擁護
健康・地域医療
保健衛生・健康危機管理

文化芸術
生涯学習、スポーツ

産業振興、観光振興
消費生活

気候変動・脱炭素
循環型社会、生活環境

都市再生、景観
交通・道路、公園
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①地域防災計画の防災施策

説明：防災危機管理課長 小嶋

地域と共に支えあう安全・安心なまち
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（１）「①区民の地域の防災力向上」
（２）「②避難者対策」

「③物流・備蓄・輸送対策の推進」
「④医療救護・保健等対策」

（３）「⑤広域的な視点からの応急対応力強化」
「⑥情報通信の確保」

（４）「⑦安全な都市づくりの実現」

（５）「⑧帰宅困難者対策」

（６）「⑨住民生活の早期再建」

主な事業紹介（今後５年間に検討着手する事業を含む）
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「①区民の地域の防災力向上」（１）



家具転倒防止器具の購入及び設置の助成事業

①区民の地域の防災力向上

対象
• 65歳以上で構成される高齢者世帯
• 要介護3以上の方がいる世帯
• 愛の手帳、身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯

屋内における負傷者を最小限に抑える

事業概要

• 地震による負傷者の約３〜５割が屋内における家具類の転倒・
落下によるものであり、家具転倒防止対策により、被害を最小
限に抑えることが期待できる

• 在宅避難が推奨されている昨今、災害時に特に支援が必要とな
る高齢者や身体障害者などの器具設置等が困難な方に対して、
家具転倒防止器具の購入及び設置の助成を行う

助成内容
※１世帯１回限り

器具購入費 ＋ 設置工事費 ＝ 限度額15,000円（税込）
※器具購入だけ15,000円も可
※個人売買で購入でしたものは対象外

家具転倒防止器具

令和７年度新規拡充事業費：1,500千円
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高齢者や身体障害者などに対し、家具転倒防止器具・ガラス飛散フィルムの
購入及び設置の助成を行います （令和7年7月開始予定）



防災を楽しく学ぶ体験型イベント（区民提案）

①区民の地域の防災力向上

令和７年度新規拡充事業費：3,500千円

• 遊びながら防災を学ぶことができる体験型ブース
• 各町会や学校等の単位でも実施できるよう動画のマ

ニュアルを整備

スポーツ等と防災の内容を取り入れたブース

• 防災マップの作り方のブース
• イベント外でも使用できるよう豊島区全体を区分けした

地図（24分割程度）の作成と防災マップの作成支援の動
画作成し、自分でも防災マップを作れる環境を整備

• 防災マップを利用した町会等の訓練へつなげていく

防災マップの作り方ブース
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区内で開催している防災フェス等のイベントで、大人も子どもも遊びながら防
災を学ぶことができるブースを設置します



マンション防災における自助・共助の推進

①区民の地域の防災力向上

マンション管理の適正化の推進＋区独自基準によるマンション防災の促進
豊島区マンション管理計画認定制度

概要 • 適切な管理計画を有するマンションを自治体が認定するマン
ション管理適正化法に基づく制度

防災に関する
区独自基準

国の認定基準に加えて、以下の区独自基準を設定
• ①自主防災組織の編成②防災マニュアルの作成③防災用品の備蓄

④定期的な防災訓練の実施のいずれか１つ以上を満たしていること
• 避難行動要支援者名簿を備え、１年に１回以上確認していること

メリット • 認定による市場価値の向上、フラット35融資金利引下げ、建物
部分固定資産税減免（〜R７年3月まで：2年間延長予定）等

マンション特有の課題と対策を普及啓発

マンション防災ガイドブックの配布

• エレベーターが使用不可となることを踏
まえた日常備蓄の実施

• 排水管等の修理が終了していない場合、
トイレが使用不可となることを踏まえた
携帯トイレ・簡易トイレの準備

新たなマンション対策の検討
• マンション防災の重要性は高ま

る一方であるため、今後新たな
マンション防災を検討する

東京とどまるマンションの普及
• 区ホームページで「東京とどまる

マンション」に関する情報を掲載
する等、普及に協力する防災講話の様子マンション防災

ガイドブック

「東京とどまるマンション」を周知するとともに、マンション防災ガイドブックの配
布による居住者等への普及啓発とマンション管理組合等の活動支援を行います
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ボランティア活動の支援

①区民の地域の防災力向上

取組①

• ボランティアの活動拠点を確保したうえで、

区社会福祉協議会と連携して、被災者ニーズ

を把握・情報共有し、ボランティアが円滑に

活動できるよう支援体制を整備

ボランティア支援体制の整備ボランティア体制（イメージ図）

取組②

• 区で事前登録を実施

• 外国語通訳、専門的業務、一般作業等、協力

してもらえる業務を事前に把握

区内８大学との連携

取組③

• 専修学校各種学校の特性を生かし、外国語

通訳、要配慮者対応等、協力してもらえる

専門的業務を事前に把握

区内専修学校各種学校との連携

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

（
区
民
セ
ン
タ
ー
を
予
定
）

発災前 発災後

学生ボランティア

区に事前登録

専修学校各種学校ボランティア

（検討中）

救援センター

被災住宅

派遣

派遣

他自治体からの

ボランティア

災害ボランティア（企業）

被災地のニーズに即したボランティア活動ができるよう、社会福祉協議会との連携を
強化し、ボランティア活動の支援体制を整備します
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コミュニティ助成事業

①区民の地域の防災力向上

購入品例
発電機、ポータブル電源、トランシーバー、
カセットコンロ、防災ヘルメット、モバイル
バッテリー、給水タンク、簡易トイレ等

地域防災力向上に貢献

事業概要

• （一財）自治総合センターが実施する地域
づくりと共生のまちづくり等に対して助成
を行う「コミュニティ助成事業」を活用

• 地域の防災活動に必要な防災資器材を整備
した町会に、（一財）自治総合センターか
らの助成金を区経由で、町会へ支払う（年
度ごとに助成数に限りあり）

助成内容 上限2,000千円（２団体分） 発電機エネポ 簡易トイレ

令和７年度新規拡充事業費：4,000千円

地域の防災活動に必要な防災資器材を整備した町会に、助成金を支払います
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「②避難者対策」
「③物流・備蓄・輸送対策の推進」
「④医療救護・保健等対策」

（２）



救援センター開設運営訓練

②避難者対策

避難者の受入2施設の安全点検1

主な訓練内容
取組①

• 救援センター開設運営の習熟度を高めるため、訓
練実施頻度を２年に１回実施から毎年実施に変更

• 今後、より実践的な訓練を目指す
• マンホールトイレ、居住スペースの作成、応急給

水栓の設置に加えて、救援センター開設段階で必
要となる施設の安全点検や避難者受入の訓練も追
加

訓練の頻度と内容の充実化

訓練を２年に１回実施から毎年実施へ

取組②

• 「女性の視点からの防災講座」受講者、防災リー
ダー（防災士）等に訓練参加を促し、地域防災組
織との連携を図る

救援センター開設運営訓練の参加促進

地域防災組織との連携を図る施設の安全点検の様子 避難者受入の様子

全救援センターで開設運営訓練を毎年実施し、地域防災組織や区職員等の
救援センター開設運営の習熟度を高めます
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検討により整備される避難所用簡易テント

女性の視点ＰＴによる救援センター環境改善事業

②避難者対策 ③物流・備蓄・輸送対策の推進

• 防火女性の会会長、女性町会長、防災士の親子、
女子学生、消防署女性職員、区女性職員で構成
される女性の視点ＰＴを立ち上げ、備蓄物資、
避難所運営について、女性、育児、介護の視点
から再確認を実施

女性の視点ＰＴを立ち上げ、検討に着手
さらなる避難所生活の質の向上を図る

• 実施したアンケートで必要と回答が多かった備蓄物資
（簡易テント、蓄電池、ベビーベッド、携帯用充電器、
おりものシート、からだふきシート、ドライシャンプー、
経口補水液、ゼリー飲料、冷却パック、使い捨てカイロ）
を整備

• 備蓄物資の整備や救援センター開設・運営マニュアルへの
意見反映により、さらなる避難所生活の質の向上を図る

女性の視点からみた防災PTによる検討の様子

アンケート結果を運営体制と備蓄物資に反映

令和７年度新規拡充事業費：31,254千円

「女性の視点」を取り入れて、救援センターの運営体制と備蓄品を見直します

14



救援センター等備蓄物資拡充事業

③物流・備蓄・輸送対策の推進

• 福祉救援センターへの避難者の特性から、独自に必要
となる物資や運営上必要となる資器材を整備

福祉救援センター独自で使用する物資・資器材

乳児用肌着 簡易トイレ

• 豊島区備蓄物資計画に基づき、簡易ベッド、携帯トイレ、
蓄電池等の備蓄物資を拡充

• 災害時に適切な救援センター運営ができるよう、備蓄物資
の購入入替、不用品の運搬・廃棄、毛布のリパック等を実
施

• 備蓄倉庫の管理委託を実施し、備蓄物資の管理体制を強化

備蓄物資拡充と管理体制強化

区内備蓄倉庫の様子簡易ベッド

令和７年度新規拡充事業費：229,356千円

豊島区備蓄物資計画に基づき、備蓄物資の拡充と管理体制の強化を行います
福祉救援センターで独自に使用する物資・資器材を拡充します
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区民ボランティア活用による救援センター強化事業

②避難者対策

防災知識がある人員を配置し、人員不足解消と運営体制強化の実現

救援センター運営体制
取組①

• 各救援センターに２名の防災リーダーを配置す
ることを目的に防災士の資格取得を補助

• すでに25名の防災士が誕生、今後４年で計70人
の防災士を、各救援センター運営のリーダーに
養成していく

防災リーダー（防災士）の養成

救援センターを中心となって運営

取組②

• 令和７年度より、（仮称）女性防災リーダーを
制度を立ち上げる

• 各救援センターに３名程度の環境整備委員を配
置できるよう、勉強会等を実施し養成する

（仮称）女性防災リーダーの養成

救援センターの環境改善にかかる人材を育成

現在の体制 区職員 町会

目指す体制 区職員 町会 防災
リーダー

（仮称）
女性防災
リーダー

令和７年度新規拡充事業費：398千円

防災リーダー（防災士）と（仮称）女性防災リーダーを養成し、救援セン
ター運営体制を強化します
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要配慮者等の安全確保

②避難者対策

• 災害時要援護者の安否情報を集約するための安
否確認ツールを各救援センターに導入します。

• 災害時要援護者の安否確認用マニュアルを整備
し各救援センターに設置します。

• 福祉救援センターの立ち上げマニュアルを整備
します。

• 避難行動要支援者に対する個別避難計画（わが
家のひなん計画）の作成を推進します。

• 大正大学との共同研究による防災講習会等を実
施し、区民の防災リテラシー向上を図ります。

要配慮者等の安全確保と個別避難計画の推進

要配慮者等の安全確保に向けて

防災講習会「能登半島地震から学ぶ！」の様子

発災時、福祉救援センターの立ち上げと災害時要援者の安否確認活動を着実に
行うための体制を整え、避難行動要支援者の個別避難計画の作成を推進します
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ペット同行避難

②避難者対策

• 今年度のペット同行避難訓練の開催を足掛かり
に、次年度より各救援センターにおいてペット
同行避難訓練を継続的に実施していく

ペット同行避難訓練の初開催

ペット同行避難訓練の実施

• マニュアルや掲示物、動物避難所に必要な物資
を入れたBOX、ペット用ケージ２台を35救援
センターに配備し、ペット同行避難者を受け入
れる体制整備を実施

全救援センターで動物避難所運営体制を整備

ペット用救援資材の配備

同行避難とは

指定の救援センターへ、ペットと一緒に避難します。
ただし、人が生活するスペースと、ペットが生活するスペース（動物避難所）は原則、場所が
離れます。ペット用備蓄はありません。ペットのお世話は飼い主さんが行います。飼い主さん

同士で「動物救護チーム」を立ち上げ動物避難所を清掃するなど避難動物を見守りましょう。

令和７年度新規拡充事業費：2,911千円

発災時にペットを連れて救援センターに避難し(同行避難)、ペットが
避難する場所（動物避難所）を飼い主自身で運営する体制を整備します。
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初動医療体制の確立

④医療救護・保健等対策

災害時医療の体制・医療救護の流れ 各種訓練の実施
• 発災時、速やかに初動医療体制を確立

できるよう、医師会等の関係機関と連
携して各種訓練を実施災

害

現

場

緊急医療救護所

 トリアージ

 応急処置

 軽症者手当

 収容・治療

災害拠点病院

災害薬事センター

 医薬品備蓄

医療救護所

 慢性疾患患

者等に対す

る投薬

 軽症者手当

 収容・治療

災害拠点連携病院等

不足分
供給

不足分
供給

慢性疾患
患者等

搬送

医療対策本部

 情報集約

 全体調整

重症者

中等症者

協定に基づき
各会から人員が参集

災害医療図上訓練

トリアージ訓練

発災後、速やかに、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護師会及び柔道整復師会
と締結した協定に基づき、初動医療体制を確立します

19



災害医療体制の強化

④医療救護・保健等対策

• 設置場所は区内病院敷地内またはその近隣(区内
10か所)

• トリアージや軽症者の応急処置、中等症者の各
設置場所近隣の災害拠点病院等への搬送調整を
担当

• 重症者の搬送準備、当該緊急医療救護所内での
搬送順位の判断等も実施

緊急医療救護所の概要

医療救護所の概要
• 設置場所は救援センター本部校(区内12か所)
• 軽症者への初期医療、慢性疾患患者への調剤、
体調不良者への診察・相談を担当

• 医療救護所を設置していない救援センターへの
巡回も実施

画像・図・グラフ緊急医療救護所・医療救護所開設場所マップ

緊急医療救護所・医療救護所の周知
• 緊急医療救護所及び医療救護所が設置される等、

災害医療体制について、区民に広く周知

発災後、傷病者が病院に殺到することによる混乱を防ぐため、医師会等の
関係機関の協力を得て、病院の敷地等に緊急医療救護所を開設します。
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「⑤広域的な視点からの応急対応力強化」
「⑥情報通信の確保」（３）



防災協定

⑤広域的な視点からの応急対応力強化

取組②

• 豊島区地域防災計画（令和６年修正）に定めた災害
対応に則した協定内容であるか点検を実施

• 必要に応じて、協定の見直しや現状では災害時の
ニーズとして足りていない業界（ホテル、キッチン
カー等）との協定締結の推進

協定の内容点検
最新の災害対策に則した協定内容への見直し

防災協定の締結状況（令和7年１月現在・計151団体と締結）

13校

教育機関

102事業者

民間団体等

20団体

自治体機関・公共的団体

16自治体

特別区・地方自治体

取組③

• 協定締結相手と顔の見える関係を築き、定期的に連
絡を取り合い、協定の取り決めが確実に実施できる
よう、協定締結相手に訓練に参加してもらう等、協
定の問題点を共有・見直す機会を設定

協定の実効性の向上
日頃から協定締結相手と顔の見える関係を作る

取組①
• 具体的かつ実効性の高い協定を協定都市に提案

協定都市との連携強化

現在締結している防災協定が、豊島区地域防災計画（令和６年修正）に定める災害
対策に則しているか内容点検を実施し、訓練等を通して、協定の実効性を向上させます
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区総合防災システムの再構築
⑥情報通信の確保

特徴①
• 入力された被害情報や対応状況を一元

的に管理が可能
• 多言語にも対応している防災ポータ

ル・防災アプリと密に連携したうえで、
区民にリアルタイムで情報提供を行う

区民にわかりやすく情報を提供運用イメージ

防災アプリ

防災ポータル

防災アプリ

災害対策本部

情報入力

救援センター
災害現場

情報入力

情報連携

災害時情報
管理システム

公共交通機関情報
気象・地震情報
ライフライン情報

区民
通勤・通学者

リアルタイム
で情報公開

特徴②
• 災害現場や救援センター等の庁外から

も情報入力が可能
• 刻々と変化する被害情報や対応状況を

いち早く共有し、迅速・正確な災害対
応に活用する

庁外からでも運用可能
情報確認

避難発令情報や救援センターの開設状況・混雑状況等を、区民にリアルタイム
で情報提供できる区総合防災システムを再構築します
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「⑦安全な都市づくりの実現」（４）



建築物等耐震化助成事業

⑦安全な都市づくりの実現

• 住宅耐震化緊急促進アクションプログラムに
基づき、戸別訪問等により、直接的に住宅所
有者へ、耐震化助成制度の説明を行い、耐震
化を促す

耐震化に関する理解を深める

耐震化の普及・啓発

出典：豊島区耐震改修促進計画（令和3年4月） 住宅：戸建・共同住宅・長屋 住宅の構造：木造・非木造
※① 平成25年及び平成30年住宅・土地統計調査を基に、住宅戸数を推計して算出。
※② 耐震化率の推計方法については、東京都の耐震化率の推計方法に準拠。

木造住宅・非木造住宅の耐震化助成
住宅の耐震化を進める

• 木造住宅の耐震診断・耐震改修
平成12年5月31日以前に建築された2階以下の
もの

• 非木造住宅の耐震診断
昭和56年5月31日以前に建築されたもの

住宅（戸建・共同住宅・長屋）の耐震診断・耐震改修費用を助成します
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• 東京都施行の特定整備路線の整備
（都市計画道路補助82号線）に併せ
て、東武東上線北池袋駅前の池袋本
町四丁目1・2番地区に木造住宅密集
地域の不燃化を促進するため、組合
施行による防災街区整備事業の事業
費の一部を補助する

不燃化への取組 防災街区整備事業（池袋本町四丁目１・２番街区）
令和７年度新規拡充事業費：65,738千円

現状 完成イメージパース

木造住宅密集地域の不燃化

⑦安全な都市づくりの実現

• 公園は、防災拠点として機能し、火災延焼防止に役立つ防災上重要なオープンス
ペースとなるため計画的に整備する

• 市街地の延焼を遮断し、避難路や緊急車両の通行路となる特定整備路線につい
て、地元の協力を得ながら、着実に整備を進め、地域の防災性向上を図る

• 建替え促進助成や老朽建築物除却助成などによる不燃建築物への建替え促進、防
火規制の強化などにより、早期に、延焼による焼失をゼロ（不燃領域率70％）を
目指す

「燃えない・燃え広がらないまち」の実現安全に暮らせる都市づくり

※不燃領域率とは、市街地の「燃えにくさ」を
表す指標のことで、７０％を超えると延焼によ
る焼失率はほぼ０％となる。

63.7 
64.2 

66.6
67.2

67.8

R1 2 3 4 5

重点整備地域内の不燃領域率

（％）

道路の拡幅や公園・広場の整備などを進め、併せて老朽住宅の建替えを促進する
ことにより居住環境の改善や地域の防災性の向上に取り組みます
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感震ブレーカー設置助成事業
⑦安全な都市づくりの実現

写真

助成内容

簡易タイプ

無償配布

コンセントタイプ

購入費用の２分の１
（上限5,000円）

分電盤タイプ

購入費用の３分の２
（上限30,000円）

対象
• 火災危険度4 以上の地域（※①）のうち、

対象地域内の非耐火住宅（木造住宅）に居住する者、または同住宅を所有する者（※②）
※①駒込六丁目、東池袋五丁目、上池袋三丁目、池袋本町三丁目、要町一丁目、長崎二・三・四丁目、南長崎三丁目
※②耐火建築物等は対象外（建築基準法第2条第9号の2で定める建築物、または建築基準法施行令135条の20で定める建築物）

感震ブレーカーの設置助成及び簡易タイプの無償配布により、地震火災の
半数以上の原因と言われる「電気による火災」の被害軽減を図ります
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「⑧帰宅困難者対策」（５）



サイネージを活用した災害時の情報発信事業（区民提案）

⑧帰宅困難者対策

サイネージ活用に
向けての体制整備

令和７年度 令和８年度

サイネージでの
情報発信開始

サイネージ管理システムの改修1 • 発災時に迅速にデータ投影ができるように
区施設のサイネージ管理システムを改修

運用ルール・発信情報の整備２ • サイネージで情報発信する内容やタイミング
等の運用ルールの整備

• 発災後の時間経過に合わせた発信情報の整備
• 多言語対応データの作成

区施設・民間サイネージでの
啓発動画の放映３ • 防災の啓発動画を来街者がよく目にする場所

にあるサイネージで放映し、来街者に対して
日頃から防災意識の向上を図る

区施設サイネージでの情報発信開始1

• 発災時に池袋駅周辺の帰宅困難者等に注意
喚起や近くの一時滞在施設の情報等を迅速
に発信

民間サイネージでの情報発信の推進２

サイネージでの情報発信（イメージ）

令和７年度新規拡充事業費：385千円

池袋駅周辺の区施設・民間施設のサイネージを活用し、災害情報を発信します
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帰宅困難者対策における情報提供体制の構築

⑧帰宅困難者対策

帰宅困難者対策体制図
情報を求めた人々が、駅周辺に殺到することがないよう
DXを活用した情報提供体制の構築が必要

情報提供

状況報告

指示報告 開設要請
情報提供

開設報告
状況報告

現地連絡調整所

情報提供ステーション

一時滞在施設（区立・民間）

情報提供
指示

報告

情報提供
滞留者・帰宅困難者

案内・誘導

区災害対策本部

取組①

• 帰宅困難者対策オペレーションシステム
を活用して、帰宅困難者がスマートフォ
ンで一時滞在施設を検索・移動し、一時
滞在施設へ到着できるような体制を整備

DXを活用した情報提供体制

スマートフォンから情報収集

取組②

• 多数の帰宅困難者の発生が想定される池
袋駅周辺では、帰宅困難者対策を検討す
る池袋駅周辺混乱防止対策協議会を設置
しており、帰宅困難者対策オペレーショ
ンシステムを活用した訓練を実施

帰宅困難者対策訓練

DXを活用した訓練を実施

都が開発する帰宅困難者対策オペレーションシステムを活用して、滞留者や
帰宅困難者への情報提供、一時滞在施設への案内・誘導体制を整備します
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「⑨住民生活の早期再建」（６）



一人も取り残さない生活再建

⑨住民生活の早期再建

生活再建支援体制

その他

被
災
者
台
帳

救援センター・在宅避難での困りごと・課題の把握

訓練写真 情報反映

情報反映

取
り
残
さ
な
い
生
活
再
建
支
援
の
実
現

納得性の高い
罹災証明書発行

訓練写真

被災者生活再建支援訓練の様子

迅速・公平・公正な
住家被害認定調査

専門家による住家被害認定調査研修の様子

災害ケースマネジメントも視野に入れた、一人も取り残さない
生活再建支援体制を整備します
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②ファミリー世帯の定住化支援

地域と共に支えあう安全・安心なまち

33

説明：住宅・マンション課長 髙橋



◆多世代近居・同居のための費用等助成

親世帯との近居または同居のために転入・転居する子育て世帯に
対し、住宅取得や賃貸、引越しにかかる初期費用を助成します。

新規 ◆子育てファミリー世帯家賃助成の拡充

助成制度の内容を見直し、所得要件の緩和、家賃上限の
引き上げ、助成額の増額等を変更します。

親世帯・子世帯が支え合える
安心の住環境を

子育て世帯の定住支援と高齢者世帯の孤立防止を両立

同居

近居

主な拡充内容

要件緩和でより多くの方の申請が可能に

所得要件 ２６万８千円/月 ➡ ３３万８千円/月 以下

家賃上限 １５万円/月 ➡ １７万円/月 以下

助成額

▶３年目まで
２万５千円/月

▶４年目～
１万２,５００円/月

➡ ３万円定額

期 間：５年間もしくは
子が１５歳に達した年度末（どちらか早い方）

対象者：以下のどちらかにあてはまる世帯
① 区内に引き続き１年以上居住し、扶養している

１５歳以下の子どものいる転居した世帯
② 多世代近居・同居支援事業を利用して区外から

転入した世帯

助 成 額：最大２０万 円

対 象 者：区内に居住する親世帯と近居または同居する
ために転入・転居する子育て世帯
※子育て世帯は、義務教育終了前の子を養育する世帯

対象費用：引越し代、（賃貸の場合）礼金、（購入の場合）
登記費用、住宅ローン手数料、（改修の場合）
改修工事費用

ファミリー世帯の定住化支援

34

地域と共に支えあう安全・安心なまち



③不登校対策

説明：教育センター所長 木田

子育てしやすく、子ども・若者が自分らしく成長できるまち
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子どもが安心して過ごせる環境づくり

子育てしやすく、子ども・若者が自分らしく成長できるまち

不登校の子どもたちの居場所づくり

心のエネルギー

高

②スリジエ（チャレンジクラス）

☆定期的に登校して学習したい生徒

○西池袋中学校に在籍

○通常の学級の授業に参加

○時間にゆとりのある学校生活

○教職員による少人数指導の実施

○スリジエ独自の行事の実施

①校内教育支援センター

☆登校する習慣を身に付けたい生徒

○全区立中学校に設置

○自分で予定を決めて活動

○支援員による個に応じた支援

不登校対策支援員

ＳＳＷ

通常の学級
にしまるーむ
（放課後の居場所）

心のエネルギー

低

適応指導（柚子の木）教室
☆学校以外の場所で登校(自立)するため生活習慣等を身に付けたい生徒
○教育センター内施設にて、学校への復帰や社会的自立に向けて支援
○個別支援が中心で、体験活動や集団活動も実施

家 庭

バ
ー
チ
ャ
ル
ラ
ー
ニ
ン
グ

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
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子どもが安心して過ごせる環境づくり

子育てしやすく、子ども・若者が自分らしく成長できるまち

37

不登校を支える体制づくり

不登校対策
スーパーバイザー

（学びの多様化学校管理職経験者）

不登校対応巡回教員不登校対応巡回教員

教育センター 不登校支援グループ

正規教員
不登校対策支援員
ＳＳＷ・ＳＣ

拠点校②
千登世橋中学校

拠点校①
池袋中学校 【不登校対応巡回教員】

・巡回担当校に週１日ずつ勤務

【主な役割】
・魅力ある学校づくりの推進
・環境整備、学習支援(T.T.)

（デジタル機器の活用を含む）
・校内支援会議への参加
・不登校に関する現状分析
・教育センター、SSW、不登校対

策支援員、SC等との連携

【スーパーバイザーの主な役割】
・チャレンジクラスへの指導助言
・本区の不登校対策への指導及び助言
・不登校対応巡回教員、不登校対策支援員への
指導及び助言

・校長、教員研修会等の講師
・保護者講演会の講師

チャレンジクラス
スリジエ

（西池袋中学校）

校内教育支援センター

不登校対策支援員
ＳＳＷ・SC

校内教育支援センター

不登校対策支援員
ＳＳＷ・SC

校内教育支援センター

不登校対策支援員
ＳＳＷ・SC

校内教育支援センター

不登校対策支援員
ＳＳＷ・SC

校内教育支援センター

不登校対策支援員
ＳＳＷ・SC

区内全中学生



④子ども・若者の居場所づくり

説明：子ども若者課長 安達

子育てしやすく、子ども・若者が自分らしく成長できるまち
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子どもの居場所づくりの重要な担い手である地域団体に対し、運営にかかる経費を補助します

子どもの居場所づくり（4,422千円）

事業者を支援し食事の提供や学習支援の場を創出

１
令和７年度
１か所予定

事業者等詳細は今後決定

家庭や学校、職場といった生活の中で「自分の居場所を見い出せない」と悩む子どもや若者
が安心して過ごせる居場所を創出します。

ＵＲが区に無償貸付する遊休地を活用して若者の自立や社会参加に資する事業（若者の居場所
等）に対し補助を実施します

まちづくりを進めるURと連携し若者の居場所を創出

令和７年度
２か所予定若者の居場所づくり（2,211千円）２

子ども・若者の居場所づくり（6,633千円）

子育てしやすく、子ども・若者が自分らしく成長できるまち
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●地域貢献・地域活性化
●固定資産税等の減免、維持管理費の軽減

協定に基づく若者居場創出事業のスキーム

NPO法人

２．使用貸借契約

豊島区
（無償） （無償）

ＵＲ都市機構

３．使用貸借契約（転貸）

１．協定締結

①運営開始にあたる建物改修費を補助
② 損害保険料の負担等
※運営費はNPO法人負担

①若者支援の分野で継続的に社会貢献
②固定資産税等の減免措置・維持管理費

【事業の概要】
１．協定：区内のUR都市機構所有の空き家・空き地を若者支援のため活用
２．使用貸借：協定に基づき個別の物件について、UR都市機構が区に使用貸借
３．使用貸借：NPO法人に転使用貸借し、NPO法人は若者支援事業を展開
［効果］
①財政負担を抑えた若者支援、NPO法人の活動の場の創出
②まちづくりの進展により事業の拡張が期待できる
③転使用貸借契約で「若者の成長や自立に資する事業」と大枠の用途指定をする
ことで、NPO法人の自由度を高めた多様なサービスの提供が可能となる

④まちづくりが進む地区での地域とNPO法人、若者とのつながりが生まれる

若者たちが集う居場所のイメージ

○豊島区令和７年度予算

■2,211千円

（子ども若者応援基金）

●若者の居場所創出
●地域活性化

●活動場所の確保
●自由度の高い活動

「豊島区若者の居場所創出の促進に関する協定」について
子育てしやすく、子ども・若者が自分らしく成長できるまち
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⑤池袋保健所の本移転

生涯にわたり健康で、地域で共に暮らせる福祉のまち

説明：保健所設置準備担当課長 木山
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生涯にわたり健康で、地域で共に暮らせる福祉のまち

令和７年度末に竣工予定の南池袋二丁目Ｃ地区の再開発ビル１～３階に移転します。
災害時医療・感染症対策等保健所専門機能の強化を図るとともに、区民の健康づくりの拠点として整備し、
区民の健康増進のための取り組みを更に充実させます。

✔総合窓口を設置し、来庁者をワンストップでスムーズに案内

✔気軽に健康チェック、健康相談ができるように保健師等の

専門職が対応

✔池袋休日診療所・あぜりあ歯科診療所・池袋あうる薬局も

併せて移転

✔災害時は医療対策本部として機能する
会議室

総合窓口

池袋保健所の本移転
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新保健所
（本移転）

※イメージ

※イメージ

※イメージ

※イメージ

移転先


